
さいたま市告示第１２９６号 

さいたま市水道局告示第１０１号 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の５第１項及び

第１６７条の１１第２項の規定に基づき、令和７年度及び令和８年度において、さいたま市及びさい

たま市水道局が発注する物品の製造の請負、買入れ、借入れ、修理及び売払い、印刷の請負並びに電

子計算に関する業務、催物、映画及び広告の企画・製作並びにその他業務並びに建築物の管理に関す

る業務の委託の契約（以下「物品等」という。）に係る一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入

札」という。）に参加する者に必要な資格及びその申請方法等を定めたので、施行令第１６７条の５第

２項及び第１６７条の１１第３項の規定により、次のとおり公示する。 

令和６年７月２６日 

さいたま市長 清 水 勇 人  

 

 

さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦   

 

１ 競争入札に参加することができる者 

競争入札に参加することができる者は、競争入札の参加資格に関する審査（以下「資格審査」と

いう。）を受け、さいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載された

者とする。 

２ 競争入札に参加することができない者 

⑴ 資格者名簿に登載された者（以下「名簿登載者」という。）が、次の各号のいずれかに該当する

ときは、競争入札に参加することができない。 

ア 施行令第１６７条の４第１項（施行令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）

に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項（施行令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）

の規定により、さいたま市の競争入札に参加させないこととされた者 

ウ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が、その事業活動を支配している場合、その

他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、さいたま市長及びさいたま市水道事業管

理者（以下「市長等」という。）が不適格であると認める者 

⑵ 名簿登載者が、許可、認可又は登録等（以下「登録等」という。）を営業の要件とする営業品目

について登録等を受けていないときは、当該営業品目に係る競争入札に参加することができない。 

３ 資格審査を受けることができない者 

⑴ ２の競争入札に参加することができない者として定められた要件のいずれかに該当する者 

⑵ 申請日前２年間において、振り出した手形又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取引を停止さ

れている者 

⑶ １４⑵オ又はカに該当することにより資格を取り消され、当該取消の日から３年を経過しない

者 

⑷ 国税（消費税及び地方消費税並びに法人にあっては法人税、個人事業主にあっては申告所得税



及び復興特別所得税）について未納がある者又はこれに未納があり分割納付中である者 

⑸ 地方税（法人にあっては法人市民税、個人事業主にあっては個人市民税。ただし、さいたま市

内に営業所を有する場合等に限る。）について未納がある者又はこれに未納があり分割納付中であ

る者 

４ 資格審査の申請区分等 

⑴ 資格審査は、次表に掲げる業種に係る営業品目ごとに行う。 

物品の販売 物品の賃貸 物品の買受け 

印刷の請負 電子計算に関する業務 催物、映画及び広告の企画・製

作並びにその他業務 

建築物の管理に関する業務 

 ⑵ 申請することができる営業所は、主たる営業所（本店又は本社等をいう。）又は代理人を置く営

業所のいずれか一つとする。 

５ 資格審査の申請方法等 

⑴ 申請方法 

 ア 資格審査を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、埼玉県電子入札共同システムを

利用して、競争入札参加資格審査申請（以下「電子申請」という。）を市長等にするものとする。 

イ 電子申請に使用できる漢字は、ＪＩＳ第一水準及び第二水準とする。申請内容（人名及び法

人名を含む。）においてこれ以外の漢字を使用している場合は、申請可能な他の漢字又は片仮名

に置き換えるものとする。 

ウ 申請者は、別表１に掲げる書類を添えて、市長等に電子申請をするものとする。なお、共同

受付窓口である埼玉県への提出をもって、市長等に申請したものとみなす。 

エ 市長等は、特に必要があると認めるときは、別表１にかかわらず、申請の際の書類を別に定

めることができる。 

 ⑵ 申請書等の取得方法 

申請者に対し、次のとおり申請書等を配布する。 

埼玉県ホームページからダウンロード 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinbuppintop/index.html 

⑶ 資格審査の申請受付 

ア 受付期間 

   (ア) 定期受付 

     令和６年９月１０日から令和６年１１月２９日まで 

(イ) 随時受付 

     令和７年４月７日から令和９年２月５日まで 

イ 受付方法 

共同受付窓口である埼玉県への電子申請とする。 

ウ 提出先 

〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３―１５―１  

埼玉県総務部入札審査課審査担当（物品） 

⑷ 資格審査の申請に使用する言語等 



ア 申請書は、日本語で記載すること。 

イ 申請書以外の添付書類等のうち、外国語で記載してあるものは、日本語の訳文を付記又は添

付すること。 

ウ 申請書以外の添付書類等のうち、外国貨幣で表示してあるものは、出納官吏事務規程（昭和

２２年大蔵省令第９５号）第１６条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算したも

のを付記又は作成すること。 

６ 資格審査基準日 

  申請日直近の決算日（決算手続きが終了している日付のもの）を審査基準日とする。ただし、各    

提出書類について、別に定める基準日がある場合はこれに従うものとする。 

７ 代理人 

⑴ 申請者又は名簿登載者は、委任状を市長等に提出することにより、代理人を置くことができる。 

⑵ 代理人は１人とする。 

８ 競争入札参加資格の資格審査数値 

資格審査数値は、別表２⑴から⑹に定める経営財務状況の点数に、別表２⑺から⑿に定める発注

者別評価項目の点数を加算した数値とする。ただし、発注者別評価項目の点数の合計が０点未満と

なった場合には、発注者別評価項目の点数の合計を０点とする。 

また、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合

並びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合（以下「協

同組合等」という。）のうち官公需適格組合の証明を受けた者（以下「官公需適格組合」という。）

であって、資格審査に係る営業品目の官公需適格組合の算出方法の特例の適用を希望する者の経営

財務状況の値は、別表２⑹に定める「営業期間」を除き当該組合と５以内の組合員の合計値を用い

て算出するものとする。 

９ 競争入札参加資格の等級区分 

⑴ 等級区分は、８で定める資格審査数値をもとに、一部の営業品目について等級を区分すること

により行う。 

ア 等級区分を行う営業品目 

建築物の管理に関する業務のうち、管理業務、運転業務及び点検・検査業務 

イ 等級 

Ａ級、Ｂ級及びＣ級の３級に区分する。 

⑵ 数値区分の決定 

ア 各等級における数値区分は、資格審査終了後に、名簿登載者のバランス等を考慮して決定す

る。 

イ 別表２のうち、埼玉県電子入札共同システムの共同受付窓口である埼玉県が審査する項目に

ついては、埼玉県における審査結果を適用するものとする。 

ウ 別表１及び別表２について、関係法令の改正等により書類の取扱いに変更が生じた場合には、

それに応じた取扱いをするものとする。 

１０ 等級区分の方法等の公表及び資格者名簿への登載 

⑴ 市長等は、資格審査終了後、次に掲げる事項について告示する。 

ア 等級区分の方法 



イ 競争入札参加資格を得た者の数 

⑵ 市長等は、資格審査を受けた者を資格者名簿に登載するものとする。 

１１ 競争入札参加資格の有効期間及び当該期間の更新手続 

⑴ 競争入札参加資格の有効期間 

 (ア) 定期受付 

    定期受付による資格の有効期間は、令和７年４月１日から令和９年３月３１日までとする。

(イ) 随時受付 

随時受付による資格の有効期間は、資格者名簿に登録された日（以下「資格登録日」という。）

から令和９年３月３１日までとする。なお、令和７年４月７日から令和９年２月５日までに受

付した者に係る資格登録日は、毎月５日（５日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は翌開庁日）

までに受付したものについては、翌月の１日とする。ただし、令和７年５月１日の登録は行わ

ないものとする。 

⑵ 有効期間の更新手続 

競争入札参加資格の更新を希望する者に係る更新手続等については、令和８年度の有効期間中

に別に定める。 

１２ 競争入札参加資格審査結果の通知 

競争入札参加資格の審査結果については、郵送により通知する。 

１３ 変更等の届出 

⑴ 名簿登載者は、申請内容について変更が生じたときは、埼玉県電子入札共同システムを利用し

て市長等に直ちに届け出るとともに、関係書類を共同受付窓口である埼玉県に提出するものとす

る。また、変更の届出を必要とする申請内容については、さいたま市ホームページにて公表する。 

⑵ 名簿登載者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて

市長等に届け出るものとする。 

ア ２⑴アに該当する者となったとき。 

イ 法人が解散又は個人事業主が死亡したとき。 

ウ 営業停止命令を受けたとき。 

エ 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。 

オ 金融機関に取引を停止されたとき。 

カ 官公需適格組合の証明を受けた協同組合等として資格審査を申請した者が、官公需適格組合

の証明を受けられない者となったとき。 

１４ 資格者名簿からの抹消 

⑴ 市長等は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を資格者名簿から抹消

するものとする。 

ア ２⑴に該当する者となったとき。 

イ 法人の解散又は個人事業主の死亡を確認してから９０日を経過したとき。 

ウ 金融機関に取引を停止されたとき。 

⑵ 市長等は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を資格者名簿から抹消

することができる。 

ア １３⑴又は同⑵（ウ、エ及びカに係るものに限る。）の規定による届出を怠ったとき。 



イ 競争入札参加資格審査申請又は変更に関する届出に際し、虚偽の記載等を行ったとき又は重

要な事項について記載等を行わなかったことが判明したとき。 

ウ 名簿登載者として不適当であると埼玉県電子入札共同システム参加自治体に認められ、当該

自治体の資格者名簿から抹消されたことが判明したとき。 

エ 営業に関し必要な登録等の取消しを受けたとき。 

オ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第３条又は第

８条第１号の規定に違反して公正取引委員会から排除措置命令、課徴金納付命令又は告発を受

けた場合で、極めて悪質であると市長等が認めたとき。 

カ 刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６第２項に規定する罪に係る被疑者として逮捕

され、又は逮捕を経ずに起訴された場合で、極めて悪質であると市長等が認めたとき。 

１５ 資料提出等の請求 

市長等は、必要があると認めるときは、この告示に定めるもののほか、資格審査を申請した者

に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。 

１６ 特定調達契約に係る取扱い 

競争入札参加資格の有効期間中は、当該申請営業品目ごとに、さいたま市及びさいたま市水道

局において行われる、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成

７年政令第３７２号）の適用を受ける調達契約に係る資格を有する者として取り扱うものとする。 

１７ その他 

詳細は、埼玉県ホームページにて公開する令和７・８年度競争入札参加資格審査申請の手引に

よる。 



別表１ 

受付表・データ登録確認 

確認書 

「法人税」並びに「消費税及地方消費税」の納税証明書（その３の３）（写し可）【法人のみ対象】 

「申告所得税及復興特別所得税」及び「消費税及地方消費税」の納税証明書（その３の２）(写し

可) 【個人事業主のみ対象】 

委任状【代理人を設置する場合のみ対象】 

履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書（写し可）【法人のみ対象】 

申請日直前一事業年分の決算書類の写し（表紙（法人名、会計期間の記載のあるもの）、貸借対照

表、損益計算書。ただし単独決算のものに限る。）【法人のみ対象】 

身分（元）証明書（写し可）【個人事業主のみ対象】 

申請日直前一年分の所得税確定申告書の添付書類の写し（青色申告者は所得税青色申告決算書

（表紙、月別売上（収入金額）及び仕入金額、貸借対照表）、白色申告者は収支内訳書）【個人事

業主のみ対象】 

申請日現在有効な許可、認可又は登録等の証明書等の写し 

障害者雇用状況報告書の写し 

公益財団法人日本適合性認定協会（以下「ＪＡＢ」という。）又はＪＡＢと相互認証している認定

機関に認定されている審査登録機関が認証したＩＳＯ９００１認証取得登録証の写し 

ＪＡＢ又はＪＡＢと相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関が認証したＩＳ

Ｏ１４００１認証取得登録証の写し 

同意書 

行政書士委任状【行政書士による代理申請の場合のみ対象】 

組合員名簿、役員名簿【中小企業等協同組合等のみ対象】 

さいたま市の市税納税証明書（写し可）【さいたま市内に事業所等を有する場合のみ対象】 



個別情報報告書 

契約実績表 

一般財団法人持続性推進機構によるエコアクション２１の認証・登録証の写し（ＩＳＯ１４００

１を認証取得し、登録証の写しを提出している場合は、提出不要） 

事業所の写真・案内図【代理人を置く事業所の所在地がさいたま市内の場合のみ対象】 

以下のア～ウのいずれかの書類の写し【建築物管理のうち、管理業務 、運転業務又は点検・検査

業務を申請する場合のみ。以下同じ。】 

ア さいたま市と締結している包括連携協定書 

イ さいたま市ＳＤＧｓ認証企業認証書 

ウ さいたま市健康経営企業認定証 

次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）に基づく一般事業主行動計画策定・変

更届（受理印のあるもの）の写し又は認定を受けていることがわかるものの写し 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）に基づく一般事業

主行動計画策定・変更届（受理印のあるもの）の写し又は認定を受けていることがわかるものの

写し 

官公需適格組合の

算出方法の特例を

希望する場合 

官公需適格組合証明書の写し 

官公需適格組合の組合員ごとの格付情報内訳     

当該組合と組合員の申請日現在有効な許可、認可又は登録等の証明書の写し 

当該組合と組合員の申請日直近の決算書類の写し（表紙（法人名、会計期間

の記載のあるもの）、貸借対照表、損益計算書。ただし単独決算のものに限

る。） 



別表２ 

⑴ 売上額 

売上額 ２０億円以上 
１５億円以上 

２０億円未満 

１０億円以上 

１５億円未満 

７億円以上 

１０億円未満 

４億円以上 

７億円未満 

３億円以上 

４億円未満 

点 数 ３５点 ３３点 ３１点 ２９点 ２７点 ２５点 

売上額 
２億円以上 

３億円未満 

15 千万円以上 

２億円未満 

１億円以上 

15 千万円未満 

８千万円以上 

１億円未満 

６千万円以上 

８千万円未満 

45 百万円以上 

６千万円未満 

点 数 ２３点 ２１点 １９点 １７点 １５点 １３点 

売上額 
３千万円以上 

45 百万円未満 

２千万円以上 

３千万円未満 

１千万円以上 

２千万円未満 

５百万円以上 

１千万円未満 
５百万円未満 

 

点 数 １１点 ９点 ７点 ５点 ３点 

⑵ 自己資本の額 

自己資 

本の額 
１億円以上 

８千万円以上 

１億円未満 

６千万円以上 

８千万円未満 

45 百万円以上 

６千万円未満 

３千万円以上 

45 百万円未満 

２千万円以上 

３千万円未満 

点 数 １５点 １４点 １３点 １１点 ９点 ７点 

自己資 

本の額 

１千万円以上 

２千万円未満 

５百万円以上 

１千万円未満 

１百万円以上 

５百万円未満 

０円以上 

１百万円未満 
マイナス資本 

 

点 数 ５点 ３点 ２点 １点 －２点 

⑶ 流動比率 

流 動 

比 率 
１５０以上 

１３０以上 

１５０未満 

１１０以上 

１３０未満 

９０以上 

１１０未満 

７０以上 

９０未満 
７０未満 

点 数 １５点 １２点 ９点 ６点 ３点 １点 

⑷ 自己資本比率 

自己資本

比率 
５０以上 

４０以上 

５０未満 

３０以上 

４０未満 

２０以上 

３０未満 

１０以上 

２０未満 
１０未満 

点 数 １５点 １２点 ９点 ６点 ３点 １点 

⑸ 従業員数 

従 業 

員 数 
３００人以上 

１００人以上 

３００人未満 

５０人以上 

１００人未満 

１０人以上 

５０人未満 
１０人未満 

点 数 １０点 ８点 ６点 ４点 １点 

⑹ 営業期間 

営 業 

期 間 
１０年以上 

５年以上 

１０年未満 

３年以上 

５年未満 

２年以上 

３年未満 

１年以上 

２年未満 
１年未満 

点 数 １０点 ８点 ６点 ４点 ２点 ０点 

⑺ 障害者雇用  

雇 用 

法定雇用障害者

数以上を雇用し

ている 

法定雇用障害者

数以上を雇用し

ていない 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条に係る報告義

務がある場合、申請日直近の６月１日現在において雇用する障

害者の数が法定雇用障害者数以上であり、主たる営業所を管轄

する公共職業安定所に障害者の雇用に関する報告書を提出し

た者 

○ 障害者の雇用の促進等に関する法律第４３条に係る報告義

務がない場合、申請日時点において障害者を１人以上雇用し、

障害者雇用の証明書を提出した者 

 

なお、協同組合等については、当該協同組合等として要件を

満たしている場合を加点対象とする。 

点 数 ５点 ０点 

 

 



⑻ 子育て支援 

届 出 

又は 

認 定 

有 無 

○ 従業員１００人以下の企業等の場合、次世代育成支援対策推

進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、同法第１２条の規

定による届出を労働局へ提出した者（申請日現在、一般事業主

行動計画の計画期間中であること）又は同法第１５条の２の規

定による認定を受けている者 

○ 従業員１０１人以上の企業等の場合、同法第１３条又は第１

５条の２の規定による認定を受けている者 

なお、協同組合等については、当該協同組合として要件を満

たしている者を加点対象とする。 

点 数 ５点 ０点 

⑼ 女性の活躍推進 

届 出 有 無 
○ 従業員１００人以下の企業等の場合、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策

定し、同法第８条の規定による届出を労働局へ提出した者（申

請日現在、一般事業主行動計画の計画期間中であること）又は

同法第１２条の規定による認定を受けている者 

○ 従業員１０１人以上の企業等の場合、同法第９条又は第１２

条の規定による認定を受けている者 

なお、協同組合等については、当該協同組合として要件を満

たしている者を加点対象とする。 

点 数 ５点 ０点 

⑽ ＩＳＯ・エコアクション２１認証取得 

認 証 

取 得 

ＩＳＯ９００1 

ＩＳＯ１４００１ 

又は 

エコアクション２１ 

○ ＩＳＯ９００１ 

 ＪＡＢ又はＪＡＢと相互認証している認定機関に 

認定されている審査登録機関が認証したＩＳＯ９０

０１の認証を取得している場合 

○ ＩＳＯ１４００１又はエコアクション２１ 

ＪＡＢ又はＪＡＢと相互認証している認定機関に 

認定されている審査登録機関が認証したＩＳＯ１４

００１の認証を取得している場合、又は一般財団法

人持続性推進機構によりエコアクション２１の認証

を取得している場合 

なお、ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１又はエ

コアクション２１のいずれの場合も、協同組合等に

ついては、当該協同組合等としての認証取得を加点

対象とする。 

有 無 有 無 

点 数 ５点 ０点 ５点 ０点 

⑾ その他 

締結 

認証 

又は認定 

さいたま市と包括連携協定、 

さいたま市ＳＤＧｓ認証企業、 

さいたま市健康経営企業 

又はさいたま健幸ネットワーク 

以下のいずれかに該当する者 

〇 さいたま市と包括連携協定を締結している者 

〇 さいたま市ＳＤＧｓ認証企業として認証されている者 

〇 さいたま市健康経営企業として認定されている者又はさい

たま健幸ネットワークに加入している者 
有 無 

点 数 ５点 ０点 

⑿ 入札参加停止 

入札参

加停止 

令和５年１月１日から令和６年１２月３１日までの間の 

入札参加停止期間に応じて減点 

点 数 １月につき－１点 

   


